
農地・農業用施設が被災した場合に（営農者用）

○ 農地・農業用施設が被災した場合には、国の補助の対象となる災害復旧事業で行える
場合があります。

○ ただし、小さな被害（40万円未満）の場合には、国からの補助の対象となりません。
○ 災害復旧事業の中の査定前着工制度を活用することにより、早期復旧が行えます。

農地や農道、水路などの農業用施設が自らの手に負えないほど被災
した場合には、必ず市町村に一報し、担当職員と相談して下さい。

（注意） 市町村に相談せず被害の写真等がないまま復旧を実施した場合には、国からの
補助の対象とならない可能性もあります。

復 旧 事 例

１．農地

査定前着工により復旧した農地豪雨による河川増水で被災した農地

早期復旧

２．水路

土砂が堆積した水路 査定前着工により復旧した水路

早期復旧

市町村と相談

市町村と相談

農家へ配布する場合にはここに市町村連絡先を記載して下さい。



農地・農業用施設の査定前着工（市町村職員用）

被害発生前（常時）
・農地や農業用水路等が被災した場合には、農家の方々が自力復旧する
前に、必ず市町村に相談するようにＰＲしてください。

被害発生後（非常時）
・農家から相談があった場合には、「自分で独自に判断せず、できれば、
まずは被害箇所の写真の撮影を行い、市町村職員と打合せして欲しい」
と伝えてください。

担当部課名 電話番号

全国 農村振興局整備部防災課災害対策室 ０３－６７４４－２２１１

東北 東北農政局農村振興部防災課 ０２２－２６２－１３９４

関東 関東農政局農村振興部防災課 ０４８－７４０－０５６３

北陸 北陸農政局農村振興部防災課 ０７６－２３２－４７２７

東海 東海農政局農村振興部防災課 ０５２－２２３－４６４０

担当部課名 電話番号

近畿 近畿農政局農村振興部防災課 ０７５－４１４－９５６２

中四国 中国四国農政局農村振興部防災課 ０８６－２２４－９４２４

九州 九州農政局農村振興部防災課 ０９６－３５３－７５３２

北海道 北海道農政部農村振興局農村整備課 ０１１－２０４－５４２５

沖縄 沖縄総合事務局農林水産部農村振興課 ０９８－８６６－１６５２

お問い合わせ先 質問等ありましたら、下記担当部課にご連絡ください。

被害発生

応急仮工事で対応
事業実施主体の判断で実施可能

ですので、速やかに対応してください。

（被災の事例）
・農地・水路に土砂が堆積した
・農地・水路・農道の法面が崩壊した
・水路が流出した

被害の規模が大きい
（復旧費用が40万円以上）

自力復旧で対応自力復旧が可能

いいえ

いいえ
はい

市町村担当の調査
（被災現地の確認、写真撮影）

はい

はい

被害箇所の増破防止、次期作付
のため、早期復旧が必要

市町村単独事業等で対応

（激甚災害に該当した場合には農地等
小災害復旧事業で対応可能）

災害復旧事業で対応
災害査定の準備

査定前着工で対応
増破防止等の仮設工事である

いいえ
はい

応急本工事で対応

都道府県、地方農政局と打合せをしてください※

いいえ

農家からの一報

写真撮影（農家）

※ 以下については、打合せ不要のため、事業実施主体の判断で着手可能です。
（不明な点等がある場合には、都道府県、地方農政局等へ相談してください。）
・土砂等堆積物の撤去
・機械設備、電気設備の復旧（部品の交換等修繕に限る）
・農地畦畔の復旧（法面復旧を伴うものを除く）
・二次製品水路による復旧（構造計算を伴わない小規模なものに限る）
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